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総括基準（営業損害・就労不能損害算定の際の中間収入の非控

除について） 

 

 

（総括基準）  
政府指示による避難者が、営業損害や就労不能損害の算定

期間中に、避難先等における営業・就労（転業・転職や臨時

の営業・就労を含む。）によって得た利益や給与等は、本件

事故がなくても当該営業・就労が実行されたことが見込まれ

るとか、当該営業・就労が従来と同等の内容及び安定性・継

続性を有するものであるとか、その利益や給与等の額が多額

であったり、損害額を上回ったりするなどの特段の事情のな

い限り、営業損害や就労不能損害の損害額から控除しないも

のとする。  
利益や給与等の額が多額であったり、損害額を上回ったり

する場合においては、多額であるとの判断根拠となった基準

額を超過する部分又は損害額を上回る部分のみを、営業損害

や就労不能損害の損害額から控除するものとする。  
 
（理 由）  
１ 本件被害は、突然に発電所を中心とする半径２０ kmの同心

円上の全域の営業・就労等の生活基盤を破壊され、地域住民

の全員が遠方に避難を余儀なくされた（半径３０ kmの同心円

上においても類似の被害が生じた）ことによる営業損害や就

労不能損害である。そうすると、遠方の避難先における営業

又は就労は、将来の生活再建の見通しを立てなければならな

い（あるいは将来の生活再建の見通しも立たない）という状

況の下で、勤労に当てることができる時間の全部を営業又は

就労に当てることができず、また、重い精神的負担を伴うも

のであるのが通常である。このような営業又は就労は、一般

に容易なものではなく、そこにおける収入もアルバイト的な

ものにすぎないのが通常である。  
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２  前記のような避難先における営業又は就労の特殊性を考慮

すると、当該営業又は就労は、本件事故がなくても実行され

たと見込まれるとか、従来と同等の内容及び安定性・継続性

を有するとか、その利益や給与等の額が多額であるなどの特

段の事情のある場合でない限り、臨時のアルバイト的な収入

であると評価するのが相当であって、営業損害や就労不能損

害の損害額から控除しないのが相当である。  
なお、利益や給与等の額が多額であったり、損害額を上回

ったりする場合においては、多額であるとの判断根拠となっ

た基準額を超過する部分又は損害額を上回る部分のみを、営

業 損 害 や 就 労 不 能 損 害 の 損 害 額 か ら 控 除 す る の が 相 当 で あ

る。  
避難先等における営業・就労によって得た利益や給与等の

額が多額である場合とは、１人月額３０万円を目安とする。

したがって、原則として、３０万円を超える部分に限り、営

業損害や就労不能損害の損害額から控除することとする。  
以上  


